
 

 

令 和 6 年 度 

こども図書館船事業実行委員会 

第１回 総会 
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こども図書館船事業実行委員会 



こども図書館船事業実行委員会会則（案） 
 

第１章 総 則 

 

（名称） 

第１条 本会は、こども図書館船事業実行委員会（以下「実行委員会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 実行委員会は、県が所有する「こども図書館船」を活用した読書などの体験活動等を通

して、子どもたちの豊かな感受性や創造性、生涯における学びの基礎となる読解力、瀬戸内に対

する愛着心を育むとともに、離島等との交流人口の拡大など、地域の活性化に資することを目的

とする。 

 

（事業） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 

（１）こども図書館船事業の企画、準備、実施その他の事業 

（２）その他、実行委員会の目的を達成するために必要な事業 

 

第２章 組 織 

 

（構成） 

第４条 実行委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

 

（役員） 

第５条 実行委員会に、次の役員を置く。 

（１）会長   １名 

（２）副会長  １名 

（３）理事   １名 

（４）監事   ２名 

２ 会長は、香川県知事をもって充てる。 

３ 副会長は、株式会社安藤忠雄建築研究所代表取締役をもって充てる。 

４ 理事は、香川県政策部長をもって充てる。 

５ 監事は、株式会社百十四銀行県庁支店長及び香川県離島振興協議会監事をもって充てる。 

 

（役員の職務） 

第６条 会長は、実行委員会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、並びに会長個人と利益相反する行為となる

事項及び双方代理となる事項については、その職務を代行する。 

３ 監事は、実行委員会の会計を監査する。 

 

（任期） 

第７条 委員及び監事（以下、「委員等」という。）の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げな

い。 

２ 補欠又は増員により就任した委員等の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。 

第１号議案 



第３章 会 議 

 

（会議） 

第８条 実行委員会の会議（以下「総会」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 総会は、委員等の過半数の出席がなければ、開会することができない。ただし、会長の判断に

より、書面による開催とすることもできる。 

３ 委員等は、やむを得ない理由により総会に出席できないときは、代理人を出席させることが

できる。 

４ 総会の議決は、出席した委員等の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者に総会への出席を求めることができる。 

 

（議決事項） 

第９条 総会は、次に掲げる事項を議決する。 

（１）会則に関する事項 

（２）事業計画及び事業報告に関する事項 

（３）予算及び決算に関する事項 

（４）その他実行委員会の事業に関する重要な事項 

 

（専決処分） 

第 10 条 会長は、緊急を要する場合で総会を招集する暇がないと認められるときは、その議決す

べき事項について専決処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会において報告し、その承認

を求めなければならない。 

 

第４章 事務局 

 

（事務局） 

第 11 条 実行委員会の事務を処理するため、香川県政策部地域活力推進課内に事務局を置く。 

２ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

第５章 会 計 

 

（経費） 

第 12 条 実行委員会の経費は、負担金、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。 

 

（会計年度） 

第 13 条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。 

２ 実行委員会の出納は、翌年度の５月 31 日限りとする。 

 

第６章 解 散 

 

（解散） 

第 14 条 実行委員会は、その目的が達成されたときに解散する。 

 



（残余財産の帰属） 

第 15 条 実行委員会が解散する場合において、その残余財産が存在する場合の帰属先は、総会で

決定する。 

 

第７章 補 則 

 

第 16 条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

附  則  

この会則は、令和６年４月１７日から施行する。 
 
別表（第４条関係） 

区 分 役職名 

委  員 香川県知事 

委  員 株式会社安藤忠雄建築研究所代表取締役 

委  員 香川県政策部長 

委  員 香川県離島振興協議会会長 

監  事 株式会社百十四銀行県庁支店長 

監  事 香川県離島振興協議会監事 

 



令和６年度事業計画（案） 

 

１ 運航計画案の検討・作成 

（１）運航管理方法 

〇 運航時の安全性と効率性等の観点から、図書館船の運航と管理を一体的に船舶事業者

等へ委託する選択肢を含めて、幅広く検討を行う。 

 

（２）運航時期・場所・回数等 

 〇 運航時期は、運航時の気候条件等を考慮し、春～秋（４月頃～１０月頃）を基本とし

て、検討を行う。 

 〇 運航場所は、浮桟橋の有無など各港の状況や離島等の人口及び子どもの数等を考慮し

つつ、離島のみならず、可能な限り本土側の沿岸市町にも運航できるよう検討を行う。 

 〇 運航回数は、年間40回程度（春～秋のうち概ね1週間に１回程度）の運航を基本とし

て、検討を行う。 

 

（３）蔵書の選定・収集 

 〇 県民のニーズ（アンケート調査等）に加え、船内や港周辺という読書空間などを踏ま

えつつ、蔵書を選定する。 

 〇 蔵書は、実行委員会による購入のほか、県内の公立図書館やこども本の森などからの

寄附等により収集を行う。 

 

（４）運航時の企画内容（運航時のイベント等） 

〇 瀬戸内の島々などでの読書や体験活動等を通じて、子どもの心の成長を育み、思い 

出に残る体験を提供するとともに、地域内外（島内、島と島、島と本土等）の人々が集

い交流できるきっかけを作ることができるよう検討を行う。 

〇 あわせて、図書館船の運航をきっかけとして、その後も、デジタル技術（ＳＮＳ等）

等により、イベント等の協力者や図書館船の利用者同士による、本等を通じた交流活動

が可能な限り継続されるよう検討を行う。 

・週末等においては、地域内外から人々が引き寄せられるイベント等を実施し、図書館船 

周辺における賑わいを創出する。 

・平日においては、市町（教委）や県内小中学校の意向を踏まえながら、「学校教育（行 

事）」での図書館船利用の促進を図る。 

〇 上記企画内容の検討に当たっては、島民などの意見を踏まえるとともに、瀬戸内国際

芸術祭2025 との相乗効果を図ることができるよう連携策も検討する。 

 

２ 広報・財源確保活動等 

〇 図書館船を多くの方に利用いただくため、専用ＨＰやプロモーション動画の作成、Ｐ

Ｒイベントの実施など、幅広いＰＲ活動を行う。 

〇 当事業の財源確保を図るため、企業版ふるさと納税やクラウドファンディングなどの

財源確保策を実施する。 

第２号議案 



第３号議案

（１）収入の部
（単位：千円）

科       目 ６年度当初予算額 摘          要

１．負   担   金 12,316

香 川 県 12,316

２．雑　収　入　等 0

合        計 12,316

（２）支出の部
（単位：千円）

科       目 ６年度当初予算額 摘          要

１．事　業　費 11,300

（１）船舶運航管理費 300 図書館船の試運航費等

（２）蔵書管理費 4,600 蔵書購入費等

（３）企画広報費 6,100 専用ＨＰ・プロモーション動画作成等

（４）雑　費 300 消耗品・印刷製本費等

２．事　務　費 1,016

（１）事務局運営費 816 旅費

（２）雑　費 200 消耗品・印刷製本費等

合        計 12,316

　令和６年度収支予算（案）


